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水に親しみ 元気に泳ごう
子ども水泳教室

　町教育委員会主催の水泳教室が、８月５日（土）・
６日（日）の２日間にわたり町内の各小学校で行わ
れ、延べ87人の子どもたちが参加しました。
　この水泳教室は、泳ぐことがあまり得意でない
小学１年生から３年生までの子どもを対象に、水
泳を通して水に親しむとともに、「体力づくり」「な
かまづくり」を目的として毎年行われています。
　参加した子どもたちは、指導者の町健康づくり
センター「ミズノウエルネス大淀」のインストラク
ター、町スポーツ推進委員から、バタ足やクロー
ルの息つぎなどを教わり、少しでも泳げる距離を
伸ばそうとがんばっていました。
　子どもたちは、この２日間の水泳教室を経て、
泳ぐことに少し自信を持つことができたのではな
いでしょうか。
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町女性消防隊が奈良県代表として出場！
第23回全国女性消防操法大会

　９月30日（土）に秋田県秋田市で開催される第23回全国女
性消防操法大会に、町女性消防隊が奈良県代表として出場し
ます。
　この大会は２年に１回開催され、各都道府県を代表する女
性消防隊47隊が出場し、「軽可搬ポンプ操法」と呼ばれる消防
操法を１チーム７人で行い、速さと正確さを競います。
　今回、町女性消防隊として出場するのは、町女性消防団員
のみなさんです。昨年７月に、町消防団設立後初となる女性
消防団員３人が入団、また、今年４月には新たに７人が入団し、
現在10人で活動しています。
　今回の出場決定を受け、町女性消防団員10人全員で本大会
に挑むことが決定し、６月22日（木）には町女性消防隊の結団
式が行われ、大会に向けた訓練が始まりました。
　全員が未経験ですが、大淀消防署員の指導のもと、ポンプ
操作、ホース連結、放水等の操作を一つひとつ習得し、大会
本番に向けて全力で訓練に取り組んでいます。

春夏連覇を達成！
町スポーツ少年団 夏季軟式野球大会
　町スポーツ少年団主催の夏季軟式野球大会が、
８月６日（日）に大淀旭ヶ丘運動場で開催されまし
た。大会当日は、真夏の太陽が照りつけるグラウ
ンドで、３チームがリーグ戦により白熱した試合
を繰り広げました。
　熱戦の結果、花吉野スポーツ少年団が優勝を飾
り、春季大会に引き続き連覇を果たされました。

◇大会結果
　優　勝　花吉野スポーツ少年団
　準優勝　桜ヶ丘BBスポーツ少年団
　第３位　中西増スポーツ少年団

▲優勝した花吉野スポーツ少年団

花吉野スポーツ少年団
　主将　池田 龍生くんのコメント

　春・夏優勝できてうれしかったです。きびしい
練習の中、チーム一丸となってがんばったことが
優勝につながったと思います。今年残り少ない試
合を精一杯がんばっていきたいです。

▲▲まずはバタ足の練習！
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■受験申込書受付期間
◦インターネットによる申し込み（電子申請）　　９月 11日（月）午前９時から９月 18日（月）午後５時まで
◦郵送による申し込み　　　　　　　　　　　　９月 11日（月）から９月 25日（月）まで [午後５時必着 ]
※　持参による申し込みの受付は行いません。

■その他
◦�各職種の条件の該当者であっても、地方公務員法第 16条に規定する欠格事項に該当する人は受験すること
ができません。

◦�受験申込書および試験案内は、職員採用試験委員会（町役場総務課）で配布しています。
また、試験案内は、町ホームページからダウンロードすることもできます。

◦�郵便による請求の場合は、あて先明記の返信用封筒（定型、92円切手を貼ったもの）を
同封のうえ、大淀町役場総務部総務課内職員採用試験委員会へ請求してください。

　なお、封筒の表面に『採用試験案内希望』（職種も明記）と必ず朱書きしてください。

■申し込み・問い合わせ先
　大淀町職員採用試験委員会（町役場　総務課内）
　 〒 638-8501　吉野郡大淀町桧垣本 2090 番地　　 http://www.town.oyodo.lg.jp

大 淀 町 職 員 募 集
大淀町職員新規採用者（平成 30年４月１日採用予定）を次のとおり募集します。

試 験 区 分 採用予定人数 採 用 試 験 受 験 資 格

一般事務職
（行政） ５人程度 平成２年４月２日から平成 12年４月１日までに生まれた人

一般事務職
（土木）

［経験者採用］
１人

�昭和 52年４月２日以降に生まれた人で、以下の条件のいずれかに
該当する人
①�民間等で土木関係の設計業務・施工管理等の職務経験を 10年以
上有する人でかつ、１級土木施工管理技師の資格を有する人

②�官庁・都道府県庁・市町村役場等で、土木関係の設計業務・施工
管理等の職務経験を 10年以上有する人

給食調理員
（保育所勤務） １人 �昭和 52年４月２日以降に生まれた人

保育士 １人
昭和 63年４月２日以降に生まれた人で保育士資格を有する人、ま
たは平成 30年３月 31日までに保育士資格を取得する見込みの人

保育士
［経験者採用］ ２人

昭和 52年４月２日以降に生まれた人で保育士資格を有し、民間企
業等での保育士の職務経験が７年以上ある人

■採用試験日（共通）
〇第１次試験　10月 15日（日）
〇試験会場　　町役場

※�　第２次試験以降の試験日程および試験内容に
ついては、試験案内を参照してください。
　�　また、試験会場は受験申込者数等により変更
となることがあります。
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介護給付費の通知について
　町では、介護保険制度の運営の適正化に取り組ん
でいるところです。その一環として、介護保険サー
ビスを利用中の人に対し、年４回（３か月に１回）、
介護給付費の通知書を送付しています。

　これは、ご自身が利用している介護保険サービス
の種類や利用料などを再度確認していただくこと
を目的としています。また、利用している介護保険
サービスに対してどれくらいの給付費が発生して
いるかを知っていただく機会としています。

　介護保険サービスを利用した場合、利用料の１
割（または２割）は利用者の自己負担となりますが、
利用料の９割（または８割）は、国・県・町費と、み
なさんに納めていただいた介護保険料が充てられ
ています。

　介護サービスを必要としている人に過不足なく
サービスを利用していただけるよう、また介護保険
制度が持続可能な制度と
なるよう努めていきます
ので、引き続きみなさんの
ご理解・ご協力をよろしく
お願いします。

■問い合わせ先　町役場　長寿介護課（内線 133）

　国民年金保険料（平成 29 年度は月額 16,490
円）に付加保険料（月額 400 円）をプラスして納
付すると、納めた期間（月数）に応じ、老齢基礎
年金に上乗せされて受け取ることができます。

付加年金の年金額＝
付加保険料を納付した月数× 200 円

○１年間（12か月）付加保険料を納付した場合
　　　納付額　　12か月× 400円＝ 4,800 円
○ �65 歳で老齢基礎年金を受給するときに、毎
年１年間で受給できる付加年金

　　　付加年金　12か月× 200円＝ 2,400 円

　つまり、２年間で 4,800 円の付加年金を受給
することができますので、３年目以降は受給額
が納付額を上回ります。

※　次の人は付加年金に加入できません。
◦第２号被保険者
◦第３号被保険者
◦国民年金基金に加入中の人
◦国民年金保険料の納付を免除
　されている人

■問い合わせ先　
◦大和高田年金事務所　☎ 0745-22-3531
◦町役場　人権住民課（内線 123）

国民年金付加年金
制度のお知らせ国民年金国民年金

善意銀行だより善意銀行だより

　今回、次のみなさまから善意が寄せられました。
□亡母供養のため� 30,000円
　　匿　　名
□社会福祉のため� 10,000円
　　匿　　名
　ありがとうございました。
有意義に使わせていただきます。
　　　　町社会福祉協議会

大淀町ふるさと応援寄附金について
�７月中に次のみなさまから寄附をいただきました。
　　匿　　名� 10,000円
　　匿　　名� 10,000円
　　匿　　名� 3,000円
　　他１名様

　みなさまの熱い想いを実現できるよう
に、大切に活用させていただきます。
　今後も変わらぬ応援をお願いいたします。

就業構造基本調査を実施します
　総務省統計局では、10月１日現在で就業構造基本調査を実施します。
　この調査は、日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的としています。調
査対象となる世帯に調査員が伺いますので、調査へのご理解・ご協力をお願いします。

■問い合わせ先　町役場　企画政策課（内線221）
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ごみの分別と排出についてのお願い

事業所からのごみの排出について
　事業所から発生するごみについては、産業廃棄
物と一般廃棄物に分けられます。
　産業廃棄物については、奈良県の許可を有して
いる処理業者へ処理を依頼してください。
　一般廃棄物については、一般家庭と同様に町で
処理することとなりますので、町指定ごみ袋に入
れて、所在する地区の収集日に排出してください。
毎日収集の制度もあります。

■事業所から発生する一般廃棄物の例
◦飲食店や食堂から発生する生ごみ
◦事務所から発生する紙くず・事務用品
◦�一般家庭から排出されるものと同様のごみ

　その他、毎日収集の制度についてなど、詳しく
は町役場環境整備課までお問い合わせください。

■問い合わせ先　町役場　環境整備課（内線137）

ごみの分別について
　最近、可燃ごみ（黄色のごみ袋）として出され
たものの中に、鉄線や空き缶等の可燃ごみ以外
のごみが混入していることがあります。
　飲料用の空き缶については中身をすすいで
から資源ごみ１類（透明に黒字）として、鉄線等
の金属や金属の部品がついたもの、汚れが落ち
ない飲料用の空き缶、飲料用以外の空き缶につ
いては不燃ごみ（白色のごみ袋）として、それぞ
れ指定された収集日の当日午前８時までに出
してください。

　分別されていないご
みは回収できません。
ごみの分別について、
みなさんのご協力をよ
ろしくお願いします。

町商工会女性部　エコ・リサイクル活動
『ご家庭で眠っている食器などはありませんか？』

　町商工会女性部では、ご家庭で必要とされていない品を必要とされる人へ安価で
届ける「エコ・リサイクル架け橋事業」を実施しています。
　ムダをなくした環境にやさしい取り組みに、ぜひご協力をお願いします。なお、
収益金は災害被災地への義援金などに使わせていただきます。

■回収品目　新品の食器類、タオル等
■回収期限　９月 29日（金）
■申し込み・問い合わせ先　町商工会事務局　☎ 0747-52-9555

　「ハチの巣駆除」は、巣ができている場所の所有者か管理者が、自らの責任で行ってください。
　町ではハチの巣駆除は行っていません。駆除が困難であると判断された場合は、専門の駆除業者（有料）
に依頼してください。
　なお、駆除業者においてスズメバチの巣の駆除処理をされた人に対して補助金（駆除に要した費用の３
分の１で上限7,000円）を交付しますので、ご活用ください。詳しくは、駆除前に町役場環境整備課にお
問い合わせください。
※�　補助枠に限りがあるため、年度の途中で補助金申請ができなくなる可能性があります。

■駆除業者　◦森本養蜂場� ☎0747-34-0135
　　　　　　◦株式会社�ケイメイ� ☎0744-23-7420
　　　　　　◦有限会社�信和消毒サービス� ☎0744-29-9200
　　　　　　◦有限会社�東洋テック� ☎0745-65-0669

■申し込み・問い合わせ先　町役場　環境整備課（内線136）

ハチの巣（スズメバチ）の駆除に補助金が出ます

～広報８月号の同記事で、森本養蜂場の業者名に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。～
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　奈良県は多くの歴史文化遺産と一体をなす歴史的風土と自然
環境に恵まれた地です。これらの地域と一体となった美しい景
観づくりを推進するため、以下の取り組みを連携して推進して
いきましょう。

�１. 景観を阻害している違反屋外広告物の追放
�２. 屋外広告物条例の遵守および屋外広告物制度の周知・啓発
�３. 屋外広告物の掲出に際する安全管理の徹底

　屋外広告物を掲出する場合は市町村長の許可が必要です。ま
た、屋外広告業を営む場合は奈良県知事の登録が必要です。屋
外広告物設置の際は、必ず登録事業者に依頼しましょう。

　近年、屋外広告物が原因となる事故が増えてきています。安
全確保のためにも屋外広告物の定期的な点検をお願いします。

　自営業での看板等掲出の際も許可が必要です。また、３年ご
との更新が必要となります。
※　広告の種類により許可期間が異なります。

９月は屋外広告物適正化月間です

▼屋外広告物の一例

■問い合わせ先　町役場　まちづくり推進課（内線162）

町体育協会主催　秋季大会 参加者募集
町体育協会では、秋季大会の次の種目の参加者を募集しています。みなさんの参加をお待ちしています。

■種　目　グラウンド・ゴルフ
■日　時　10月 22日（日）　午前９時集合
　　　　　※　予備日はありません。
■場　所　町平畑運動公園サッカー場
■対　象　本町に在住もしくは在勤の人

■申込締切
　10月 13日（金）
■申し込み・問い合わせ先
　町体育協会事務局　☎0747-52-1522
　（町教育委員会　社会教育課内）

第53回町民体育大会を開催します
■日　時
　10月８日（日）　午前９時～
※　荒天時は中止
■場　所
　町平畑運動公園サッカー場
■内　容
　�詳しくは、本紙折り込みをご覧ください。
■その他
　町平畑運動公園臨時駐車場の駐車スペース（200
台程度）に限りがありますので、町役場駐車場か
らのシャトルバスを利用いただきご来場ください
ますよう、ご協力をよろしくお願いします。
　なお、会場周辺での路上駐車は禁止です。

■問い合わせ先
　町教育委員会　社会教育課（内線 326）

優秀選手表彰の推薦を
受け付けています

　町体育協会では、昨年９月１日から本年８月
31日までに、県体育協会主催の県大会で優勝
した人（団体）およびそれ以上の大会に県予選
等により出場した人（団体）を優秀選手として、
町民体育大会で表彰させていただきます。
　自薦・他薦は問いませんので、お心あたりの
ある人は、９月25日（月）までに町体育協会事
務局へ問い合わせてください。

■問い合わせ先
　町体育協会事務局　☎0747-52-1522
　（町教育委員会　社会教育課内）

7



秋の交通安全県民運動

９月11日は警察相談の日
　奈良県警察では、みなさんの安全と安心に関する相談を24時間受け付けています。
不安なことや困ったことがあれば、いつでもご相談ください。
　緊急を要しない場合は、下記の相談窓口に相談してください。

■警察の各種相談窓口

　◇吉野警察署　　　　　　　　　　　☎07�7−�3−0110
　◇吉野警察署さくら警察庁舎　　　　☎07�6−32−0110
　◇奈良県警察本部　警察総合相談　　#9110（プッシュ回線）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎07�2−23−1108（ダイヤル回線）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　07�2−2�−087�

　「交通事故のない�やすらぎの�大和路づくり�～大和の交通マナーを高めよう～」をスローガンに、９月21
日（木）から９月30日（土）までの10日間、秋の交通安全県民運動が実施されます。また、９月30日（土）は、
交通事故ゼロをめざす日と定められています。
　お互いに交通ルールを守り、交通事故の防止に努めましょう。

【運動の重点】
○子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
○�夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
○�すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶
○二輪車・原付車の交通事故防止（奈良県重点）

■問い合わせ先
◦町交通対策協議会（町役場　安全対策推進室内）（内線207）　　◦吉野警察署　☎0747-53-0110

相談内容 相談場所 電話番号 対応時間等

警察総合相談 県民サービス課 ＃9110
0742−23−1108

24時間
※　閉庁日および夜間は本部当直員が対応

暴力団に関すること 暴力110番
暴力団離脱110番

0742−25−0110
0742−23−9384

けん銃に関すること けん銃110番 0742−22−1074
0120−10−3774

悪質商法に関すること 悪質商法110番 0742−24−9441

薬物に関すること 覚せい剤110番 0742−33−1818

過激派に関すること 極左110番 0742−27−0110

少年に関すること
（ヤング・いじめ110番）

少年サポートセンター
中南和少年サポートセンター

0742−22−0110
0744−34−0110

性犯罪被害相談 性犯罪被害相談110番 0742−24−4110 月～金曜日��午前８時30分～午後５時15分

運転免許に関すること
（テレホンサービス）

原付試験手続
更新手続
再交付手続

0744−24−9120
0744−24−9140
0744−24−9150

テープでの24時間音声案内

道路交通情報
日本道路
交通情報
センター

奈良情報
ガイダンス案内
自動応答専用
携帯電話・PHS

050-3369-6629
050-3369-6666
050-3369-6700
＃8011

月～金曜日��午前９時～午後６時30分
土・日曜日��午前８時30分～午後５時
※　時間外はテープ案内のため渋滞情報不可

警察官採用フリーダイヤル 警務課 0120−351−204 月～金曜日��午前８時30分～午後５時15分

■問い合わせ先　吉野警察署　☎0747-53-0110
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地震発生時の出火防止

　地震が発生したとき、被害を最小限におさえるに
は、一人ひとりが慌てずに適切な行動をとることが
極めて重要です。そのためには地震に関する知識を
身に付け、地震発生時は次のことに留意して正しい
行動をとりましょう。

○まず落ち着いて身の安全を
○慌てず冷静に火災を防ぐ
○万一の出火に備えて消火器などを用意
○狭い路地、塀や崖には近寄らない
○避難は徒歩で、持ち物は最小限に
○正しい情報の入手を
○タンスや棚などの固定を

■問い合わせ先
　奈良県広域消防組合��大淀消防署
　☎0747-52-1199

患者等搬送乗務員基礎講習および定期講習のご案内
　患者等搬送事業所に従事する乗務員に必要な応急手当に関する知識および技能の修得を目的とした「患
者等搬送乗務員基礎講習」と、その知識および技能を適正に維持管理することを目的とした「患者等搬送乗
務員定期講習」を、次の日程で開催します。

■基礎講習
◦日　時　10月28日（土）・29日（日）の２日間　午前９時～午後５時
◦場　所　奈良県消防学校　　宇陀市榛原下井足17-2
◦対　象　はじめて受講される人、または資格期限切れの人

■定期講習
◦日　時　【第１回】11月１日（水）　午後１時30分～午後４時30分
　　　　　【第２回】11月２日（木）　午前９時～正午
◦場　所　【第１回】奈良市防災センター　　奈良市八条５丁目404-1
　　　　　【第２回】かしはら安心パーク　　橿原市東竹田町224-1
◦対　象　�平成27年度以降に基礎講習または定期講習を受講された人
　　　　　※　２年以内に１回以上受講することで資格は継続されます。期限切れに注意してください。
◦定　員　各回50人

■受付期間
　10月２日（月）～18日（水）の平日　午前８時30分～午後５時
※　会場の都合上、定員になり次第締め切ります。
■対 象 者
◦奈良県広域消防組合消防本部の認定を受けている患者等搬送事業所の従業員
◦奈良県広域消防組合消防本部に患者等搬送事業所としての認定申請を予定している人およびその従業員
■受 講 料
　無料（テキスト代別）
■申込方法
　６か月以内に撮影した写真（脱帽し正面から上半身を撮影したもの、横2.5㎝×縦３㎝）を２枚持参して、
最寄りの消防署（奈良市、生駒市を除く）で申し込んでください。
■申し込み・問い合わせ先
　�奈良県広域消防組合　大淀消防署　☎0747-52-1199

　平成29年町議会第３回臨時会が、７月20日
（木）に開催され、下記議案について議決した後、
閉会しました。

■ 大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及
び旅費に関する条例の一部を改正する条例

条 例 の 一 部 改 正

だより
平成29年町議会第３回臨時会
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お
お
よ
ど
の
魅
力 

再
発
見　

41

「
木
造
蔵ざ

お

う王
権ご

ん

げ

ん現
立り

ゅ
う
ぞ
う像
」が
町
指
定
文
化
財
に

　

ち
び
っ
こ
桧
垣
本
座
の
座
員
は
、
八
月
に
二
つ
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し

ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が
八
月
一
八
日（
金
）の「
な
ら
ま
ち
遊
歩
」で
す
。
興

福
寺
の
五
重
塔
を
借
景
と
し
て
猿
沢
池
に
特
設
ス
テ
ー
ジ
が
設
け
ら
れ
、

ち
び
っ
子
桧
垣
本
座
は
二
回
も
発
表
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
吉
野
天
人
」と「
高
砂
」は
連
吟（
謡
を
複
数
人
で
謡
う
も
の
）で
、「
中
之

舞
」は
連
管（
笛
を
複
数
人
で
演
奏
）で
、「
羽
衣
」は
仕
舞（
舞
と
地
謡
）で
演

じ
、「
老
松
」と
い
う
演
目
は
仕
舞
と
小
鼓
の
連
調（
地
謡
と
複
数
の
演
者
が

同
一
種
類
の
打
楽
器
を
演
奏
）で
演
じ
ま
し
た
。

　

小
さ
な
座
員
が
演
じ
は
じ
め
る
と
、「
あ
ん
な
小
さ
な
子
が
す
ご
い
ね
。」

と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
池
の
対
岸
か
ら
舞
台
を
見
つ
め
る
人

も
多
く
、
と
て
も
風
流
な
ひ
と
と
き
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
舞

台
で
発
表
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
は
責
任
感
と
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
大

切
さ
を
知
ら
ぬ
間
に
学
習
し
、
オ
ン
と
オ
フ
の
ス
イ
ッ
チ
も
上
手
く
使
い

分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
ま
た
新
し
い
演
目
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま
す
。
み
な
さ
ん
、
応
援
し
て
く
だ
さ
い
ね
。

　

本
町
中
増
地
区
に
あ
る
安
養
寺
の
蔵
王
権
現
堂
に
は
、厨ず

し子
入
り
の
木
造
蔵
王
権
現
立
像（
高
さ
三
三
・
八
セ
ン
チ
）

が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

蔵
王
権
現
堂
は
宝
永
元（
一
七
〇
四
）年
の
鬼
瓦
を
最
古
と
し
、
宝
暦
七（
一
七
五
七
）年
建
立
の
安
養
寺
本
堂（
本

尊
・
阿
弥
陀
如
来
立
像
）以
前
に
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。『
大
淀
町
史
』（
昭
和
四
八（
一
九
七
三
）年
）に

よ
る
と
、
権
現
堂
は「
方ほ

う
よ
け除
権
現
」と
も
い
い
、
か
つ
て
南
方
の
吉
野
山
・
金
峯
山
寺
蔵
王
堂
が
改
築
さ
れ
た
際
、
安

全
立
柱
を
祈
っ
て
四
方
に
建
て
ら
れ
た
堂
の
一
つ
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
様
に
厨
子
入
り
の
本
像
も
、
吉
野
山
の

蔵
王
堂
の「
末う

ら
き木（
木
の
先
端
部
分
）」で
作
ら
れ
た
も
の
と
い
い
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
作
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
平
成
二
七（
二
〇
一
五
）年
十
二
月
九
日
に
実
施
さ
れ
た
奈
良
県
教
育
委
員
会
の
調
査
で
、
平
安
時
代

末
ご
ろ
に
作
ら
れ
た
蔵
王
権
現
像
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ
の
調
査
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
平
成
二
八

（
二
〇
一
六
）年
十
二
月
十
七
日
付
け
で
、
所
有
者
・
安
養
寺
か
ら
本
像
に
か
か
る
町
指
定
文
化
財
指
定
申
請
書
が
町

に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
町
教
育
委
員
会
の
諮
問
を
受
け
た
町
文
化
財
保
護
審
議
会（
委
員
長
・
浦
西
勉
氏
）で
は
、
平

成
二
八
年
度
か
ら
平
成
二
九
年
度
に
わ
た
り
、
本
像
の
現
地
視
察
と
計
三
回
の
審
議
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

本
像
は
、
銘
文
や
作
者
名
等
の
情
報
は
得
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
材
質
は
桧
で
、
金
箔
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
全

体
の
姿
形
や
穏
や
か
な
表
現
な
ど
は
、
平
安
時
代
末
期（
十
二
世
紀
）の
特
徴
を
示
し
ま
す
。
厨
子
・
台
座
・
光
背
な
ど

は
後
の
時
代
に
補
修
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
お
お
む
ね
当
初
の
像
容
・
彩
色
を
よ
く
残
し
、
地
域
の
信
仰
の
対
象
と

し
て
現
在
も
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
現
在
確
認
で
き
る
限
り
、
吉
野
地
域
に
残
る
最
古
の
木
造
蔵
王
権
現

像
と
し
て
貴
重
で
す
。
ま
た
、
本
像
が
本
町
中
増
地
区
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
吉
野
・
大
峯
修
験
の
参
詣
道

（
大
峯
奥
駈
道
）や
そ
の
成
立
過
程
を
探
る
う
え
で
も
、
ま
た
伝
承
に
み
ら
れ
る
金
峯
山
寺
と
当
権
現
堂
の
地
域
的
な

関
連
性
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
で
す
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
町
文
化
財
保
護
審
議
会
は
、
本

像
が
町
指
定
文
化
財
に
ふ
さ
わ
し
い
価
値
を
有
し
て

い
る
と
判
断
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
教
育
委
員
会
お

よ
び
町
長
の
承
認
を
得
て
、
平
成
二
九（
二
〇
一
七
）

年
八
月
七
日
付
け
で
、
本
像
は
十
一
番
目
の
町
指
定

文
化
財（
彫
刻
）に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

▲  木造蔵王権現立像（安養寺所蔵）

▲  羽衣

▲  中之舞
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差別をなくす強調月間差別をなくす強調月間
　７月は「差別をなくす強調月間」として、町内でさまざまな取り組みが行われました。
　７月８日（土）に行われた差別をなくす町民集会では、町内の保育所・幼稚園児と小・中学生による作品が展示
されました。テーマは、『一年後の自分へ』。本紙では、作品の一部を紹介します。

4 3 2 1

～１年後の自分へ～
町内の保育所・幼稚園児と小・中学生のみなさんが、
１年後の自分への「応援」を表現してくれました。

　苦手なことを克服したい！
得意なことをもっと伸ばしたい !!

子どもたちの思いは無限だと思います。
子どもたちの思いを大切に、
守り続けていけますように。

差別のない、明るい社会をめざしましょう。

町人権啓発活動推進本部
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●教室　町保健センターに電話で申し込んでください。（町ホームページでも申し込みできます。）

10月５日（木）です。
［乳幼児］午前10時～午前11時
　　　　�身体計測や、保健師・栄養士に
�������������よる健康や育児についての相談
�������������を行います。

［成　人］午後２時～午後４時
��������������尿検査・血圧測定・禁煙相談（要

予約）・保健師や栄養士による健
康についての相談を行います。

●子どもの健康診査・離乳食講座
　 実施日　・　受付時間 対　　　象

４ か 月 児 健 康 診 査
９月28日（木）・午後１時 H29. ５. １～ H29. ５.31生まれ
10月24日（火）・午後１時 H29. ６. １～ H29. ６.30生まれ

10 か 月 児 健 康 診 査
９月28日（木）・午後０時45分 H28.11. １～ H28.11.30生まれ
10月24日（火）・午後０時45分 H28.12. １～ H28.12.31生まれ

１ 歳 ６ か 月 児 健 康 診 査 ９月29日（金）・午後１時15分～午後２時 H28. ２. １～ H28. ３.31生まれ
３ 歳 児 健 康 診 査 10月25日（水）・午後１時15分～午後２時 H26. ３. １～ H26. ４.30生まれ
モ グ モ グ 離 乳 食 講 座
( ７か月児�� ２回食離乳食講座） 10月５日（木）・午前９時 H29. ２. １～ H29. ２.28生まれ

※１　対象児にはお知らせを送付します。　　※２　料金は無料で、場所は町保健センターです。
※３　健康診査は受付順です。　　※４　�４か月児・10か月児健康診査では、離乳食講座の実施があります。

母子健康手帳・妊婦健康診査補助券は町保健セン
ターで交付しています。印鑑と妊婦のマイナンバーが
分かるものを持ってきてください。

母子健康手帳は町保健センターで交付しています

●予防接種　※　原則、全日程予約制です。必ず接種の３日前までに町保健センターへ予約してください。

予防接種名 実施日 受付時間
対象児

今月通知する子 前の対象で受けていない子

B C G

９月15日（金）
９月25日（月）
10月４日（水）

①午前10時～
　午前10時30分
②午後１時30分～
　午後２時

H29. ３.29～
H29. ４.25生まれ １歳未満の子

み ず ぼ う そ う H28. ６.22～
H28. ７.18生まれ １歳から３歳未満の子

不 活 化 ポ リ オ
３種混合を接種し、不活化ポリ
オ（生・不活化あわせて、計４回）
を規定回数終了していない子

麻 し ん
風 し ん
混 合

１期 H28. ８.29～
H28. ９.25生まれ ２歳未満の子

２期 就学前の年長児

３ 種 混 合 ２ 期
（２ 種 混 合） 13歳未満の子

日 本 脳 炎

１期 ７歳６か月未満の子

２期

◦小学４年生～13歳未満の子
◦�高校１年生に相当する年齢以
上20歳未満で、第２期の接種
を受けていない人

※１　今月通知対象児には予診票を送付します。　　※２　料金は無料で、場所は町保健センターです。
　●転入された人は、以前に受けた予防接種の種類・回数等の連絡をお願いします。
　　〈連絡がない場合は、予防接種の案内ができない場合があります。〉

教　　室 実施日時・場所 内　　容 対　　象
マタニティクラス（無料）
妊娠中のことや、出産・育児につい
て、一緒に考えてみませんか？
パパやご家族の人もぜひ一緒に参加
してください。

10月17日（火）
午前９時30分～
正午
町保健センター

◦妊娠中の栄養について（講義）
◦赤ちゃんとの生活について（講義）
◦赤ちゃんのお風呂の入れ方など（体験）

◦�妊娠５か月以
上の人

◦パパになる人
◦家族の人
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●集団検診　町保健センターに電話等で申し込んでください。要予約・先着順です。
　　　　　　下記以外の日程・内容もあります。詳しい日程・内容は、町保健センターまで問い合わせてください。

検診・内容 実施日・受付時間 対　　象 場所・料金 定　員
肺がん検診
（胸部Ｘ線撮影・問診）
大腸がん検診
（便潜血検査・問診）
前立腺がん検診
（血液検査・問診）
肝炎ウイルス検診
（血液検査・問診）

11月21日（火）
　午前９時～正午
　午後１時30分～午後３時

※�　午前の部は、胃がん検
診と同時に受診できます。

満40歳以上の町民

※�　肺がん検診は喀
か く た ん

痰検査が必要
な場合あり（別料金）

※　前立腺がん検診は男性のみ
※　肝炎ウイルス検診は以前に町
で受けたことがない人

町保健センター
【満40～64歳】各200円
【満65歳以上】各100円

各90人

胃がん検診
（胃バリウム検診）
（胃部Ｘ線撮影・問診）

11月21日（火）
　午前９時～正午 満40歳以上の町民

町保健センター
【満40～64歳】　500円
【満65歳以上】　200円

90人

大腸がん検診
（便潜血検査・問診）

10月３日（火）
11月７日（火）
　午前９時～午後３時

満40歳以上の町民
町保健センター

【満40～64歳】�200円
【満65歳以上】�100円

各回
100人

乳がん検診
（視診・触診・問診・
乳房Ｘ線撮影）

平成30年２月27日までの
毎週火・金曜日（祝日を除く）
　午後１時

満40歳以上の町民（女性）

※　受診回数は２年度につき１回
です。平成28年度に受診した人
は今年度は対象になりません。

南奈良総合医療センター
【満40～49歳】1,000円
【満50～64歳】�900円
【満65歳以上】�200円

火曜日
３人

金曜日
４人

●個別検診　医療機関で個別に受診するための受診票を発行しています。
　　　　　　発行の申請は町保健センターに電話などで申し込んでください。

検診・内容 対　　象 料　　金 実施医療機関 実施期間
胃がん検診

（胃カメラ検診）
（胃内視鏡撮影・問診）

満50歳以上の町民
※�　受診間隔は２年度に
１回

【満50～64歳】2,500円
【満65歳以上】�500円

南奈良総合
医療センター

平成30年２月末まで
※�　医療機関の予約
が定員になり次第
終了

胃がん検診
（胃バリウム検診）
（胃部Ｘ線撮影・問診）

満40歳以上の町民 【満40～64歳】2,000円
【満65歳以上】�500円

県内の契約医療機関
※�　希望の医療機関
が該当するか等、
詳しくは問い合わ
せてください。

乳がん検診
（乳房Ｘ線撮影・問診）
※�　視診・触診を実施す
る医療機関もあります

満40歳以上の町民（女性）
※　平成28年度に受けて
いない人

【満40～49歳】1,000円
【満50～64歳】��900円
【満65歳以上】��200円

子宮頸
け い

がん検診
（視診・内診・問診・
子宮頸部細胞診）

満20歳以上の町民（女性）
※　平成28年度に受けて
いない人

〈頸部のみ〉
【満20～64歳】2,000円
【満65歳以上】��500円
〈頸部・体部〉
【満20～64歳】3,500円
【満65歳以上】��500円

県内の登録医療機関
※�　希望の医療機関
が該当するか等、
詳しくお問い合わ
せてください。

熟年のためのはつらつ料理教室
　毎日の食事の栄養バランスなどに気を配り、健やかな生活を送るために料理教室を開催します。
　調理実習などで、一緒に楽しく勉強しましょう。

■日　　時　10月12日（木）　午前９時30分～午後２時
■場　　所　町中央公民館　調理室
■対　　象　本町在住の満60歳以上の人
■定　　員　20人　※　先着順
■持 ち 物　エプロン・三角巾�
■主　　催　町食生活改善推進員協議会
■申込方法　�町保健センターに電話で申し込んでください。
■申し込み・問い合わせ先　町保健センター（健康増進課）　☎0747−52−9403
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■申し込み・問い合わせ先
　町保健センター（健康増進課）��☎ 0747-52-9403

年 新登録結核患者 罹患率 結核死亡数 死亡率
2015 18,280人 14.4％ 1,956人 1.6％
2014 19,615人 15.4％ 2,100人 1.7％
2013 20,495人 16.1％ 2,087人 1.7％

９月2�日～30日は結核予防週間

結核は重大な感染症です
　50年前までは、年間死亡数が10数万人に及び、
死亡原因の第１位であった結核。医療や生活水準
の向上により、薬を飲めば完治できる時代になり
ましたが、今でも１日に50人の新しい患者が発生
し、５人が命を落としている日本の重大な感染症
です。日本は結核低蔓

ま ん え ん

延国（罹
り か ん

患割合：10万人中
10人以下）の水準には至っていません。

■日本の結核の推移 （『結核の統計2016』より）

どうやって感染するの？
　結核とは、結核菌によって主に肺に炎症が起こ
る病気です。結核菌の混ざったしぶきが、せきや
くしゃみと一緒に空気中に飛び散り、それを周り
の人が直接吸い込むことによって感染します。こ
れを「空気感染」といいます。
　ただし、結核に感染しても必ずしも発症するわ
けではありません。通常は免疫力により結核菌の
増殖が抑えられ、休眠状態になります。

結核の予防
　結核は、正しく理解して行動していればそれほ
ど怖がる必要はありません。２週間以上せきやた
んが続く、体のだるさや微熱が続く、急に体重が
減るなどの症状があれば、早めに医療機関を受診
しましょう。また、ふだんから健康的な生活を心
がけましょう。
□�睡眠時間を十分にとる
□�適度に運動をする
□�タバコを吸わない
□�好き嫌いをせずバランスのとれた食事をとる

結核レントゲン検診を実施します
　肺がん検診・結核レントゲン検診では、肺結核、
肺炎、肺がん、肺気腫、胸水、気胸をはじめとす
る呼吸器疾患の有無とその程度を知ることができ
ます。下記の日程で町内を巡回し、結核レントゲ
ン検診を実施します。詳しくは、広報８月号折り
込み「すこやか」で確認してください。

巡回結核レントゲン検診
■日　時　９月19日（火）・26日（火）
■対　象　満65歳以上の町民
■料　金　無料
※�　４月以降に町保健センターで肺がん検診
を受けた人は今回の検診は受けられません。

～お詫びと訂正～
　広報８月号折り込み「すこやか」にて、
結核レントゲン検診日程表、９月 26日（火）
の日程に一部誤りがありました。
　お詫びして訂正いたします。

◦10：05～10：15　（旭ヶ丘総合センター前）
　【誤】上比曽　→　【正】比　曽
◦ 10：25～10：40　（世尊寺公園前）
　【誤】比　曽　→　【正】上比曽

健康ウォーキング 参加者募集
　おおよど元気アップセミナーのメンバーと一緒にウォーキングをしてみませんか。
　町文化財技師の松田氏による解説もあります。体調を整えて参加してください。

■日 　 　 時　10月16日（月）　午前９時集合、正午解散予定
※　荒天時は10月18日（水）に順延

■集 合 場 所　大淀町役場
■コ ー ス　�大淀町役場−蔵王寺龍峯院（トイレ）−安産の滝−越部古墳−大淀町役場　約9.5㎞
■持 ち 物　保険証・水分補給のためのお茶や水・雨具（天候が不安定な場合）
■対象・定員　大淀町民の人、先着50人
■申 込 方 法　�町保健センターに電話で申し込んでください。
■申し込み・問い合わせ先　町保健センター（健康増進課）　☎0747-52-9403

●�せきやくしゃみを吸い込んで
も、鼻・のどや気管支の絨

じゅうもう

毛
によって体外に排出されてし
まえば感染しません。

●�感染後すぐに発症しなくて
も、免疫力が弱まったときに
発症する可能性があります。
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“第67回社会を明るくする運動”
愛の善意募金にご協力
ありがとうございました

　みなさまからいただいた善意は、奈良少年刑
務所・少年院・少年鑑別所・更生保護施設「至徳会」
等への支援活動に、また、青少年健全育成活動
の一環として、町内の小学１年生に入学祝いの
「防犯ベル」贈呈に活用させていただきます。

　安全で、安心して暮らせる
まちづくりに役立てればと願
っています。今後とも、更生
保護女性会の活動にご理解・ご
協力いただきますよう、よろ
しくお願いいたします。

町更生保護女性会

　健康のため、運動を始めてみませんか？お客さま
に合わせた運動メニューをご提案します。詳しくは
町健康づくりセンターまでお問い合わせください。

◇開館時間　（月・水～土曜日）午前10時～午後10時
　　　　　　（日曜日・祝日）午前10時～午後５時
◇休 館 日　毎週火曜日・年末年始

ご利用には定期利用がお得です！

利用期間 町内在住 町外在住
１か月 4,930円 5,300円
６か月 26,740円 29,150円
１　年 49,370円 53,000円

「お家でのお子さまとの関わり方」「食事について」
「授乳」など、家庭での子育てについて相談がある場
合は、自宅に訪問します。気軽に利用してください。

■クラス
〇赤ちゃんクラス（３か月～１歳３か月）　火曜日
〇ちびっこクラス（１歳３か月以上）　月曜日・水曜日
■活動時間　月・火・水曜日　午前10時～午前11時30分
■室内開放　月・火・水曜日　活動終了後～午後２時
　　　　　　木・金 曜 日　午前10時～午後２時
■あそびの森開放　月～金曜日　午前10時～午後２時
■場　所　地域子育て支援センター
■持ち物　水筒・お手ふき・参加費（大人１人につき100円）
■育児相談　�育児相談は随時受付をしています。希望者

は、延明保育園に直接申し込んでください。
■問い合わせ先
◦延明保育園　☎0747-52-0388
◦地域子育て支援センター　☎0747-53-0377
※�　子育てを支援する町の事業で、延明保育園に委託し
て事業を実施しています。

施設訪問
◇日　時　９月12日（火）　午前10時～午前11時
◇場　所　でぃあほうむ吉野　※　現地集合・現地解散
◇内　容　�施設のおじいちゃん・おばあちゃんとふれあい

あそびをして、一緒に楽しく過ごしましょう♪

おはなし会
◇日　時　９月25日（月）　午前10時30分～
◇内　容　町立図書館で絵本の読み聞かせを聞きます！

ベビーマッサージ
◇日　時　９月26日（火）　午前10時～
◇参加費　初回300円、次回から200円
◇持ち物　�バスタオル・タオル・防水シーツ・オムツなど
◇内　容　�助産師が指導します！

公開保育
◇日　時　９月27日（水）　午前10時～午前11時
◇場　所　延明保育園
◇持ち物　子ども用上靴（きれいな靴）
◇内　容　保育園の普段の様子をご覧ください！

吉野ゆるマルシェ
◇日　時　10月５日（木）　午前11時～午後２時
◇内　容　�たくさんのお店があそびの森に並びます♪

プレママっこ
９月５日（火） 助産師とのフリートーク

赤ちゃんクラス

９月５日（火） 制作「敬老の日プレゼント」
持ち物：はさみ・のり・ペン・タオル

９月19日（火） 産後エクササイズ

10月３日（火） 育児講座「食事について」
お子さんの食事について栄養士が話します。

赤ちゃんクラス・ちびっこクラス合同
９月20日（水） ワイワイたいむ「幼稚園・保育園選び」

ちびっこクラス

９月４日（月） 制作「敬老の日プレゼント」
持ち物：はさみ・のり・ペン・タオル

９月６日（水） サーキット遊び

９月11日（月） ママのヨガ　参加費：200円
持ち物：ヨガマットかバスタオル、飲み物

９月13日（水） 親子体操・手作りおやつ「みたらし団子」
持ち物：スプーン・おしぼり・飲み物

10月２日（月） 育児講座「食事について」
お子さんの食事について栄養士が話します。

10月４日（水） サーキット遊び

1�



おはなし会のご案内

９月のおはなし会
●こどものためのおはなし会
　９月９日（土）�午後２時30分～
　９月17日（日）　午後３時～

●大人のための朗読会　響
　９月24日（日）　午後２時～
　◦『あひる』　著／今村�夏子
　◦『異端』　著／星�新一

　他　

　９月18日は敬老の日です。敬老の日は、長年にわたって社会に貢
献してきた年長者のみなさんに、感謝して長寿を祝うという趣旨で昭
和41（1966）年に定められました。いつもお世話になっているおじい
ちゃん・おばあちゃんに、感謝の気持ちを伝えてみましょう。
　今月は、本の中の素敵なおじいちゃん・おばあちゃんを紹介します。

日 月 火 水 木 金 土

１ ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

文化会館・図書館ともに休みの日

図書館が利用できない日

９月のカレンダー

雑誌スポンサーを募集しています
　雑誌スポンサー制度は、町立図書館の蔵書となる雑誌の購入資金をご負担
いただき、事業主のみなさんに情報発信やPRの場を提供するものです。
　町立図書館の前年度利用者は約 52,000 人で、特に雑誌コーナーは人気が
高いため、多くの人の目にとまり、高い広告効果が見込めます。
　詳しくは、町ホームページにてご確認ください。
■スポンサー広告の掲示
　雑誌コーナーに置いている雑誌の最新号３か所に広告を掲示できます。
　①カバー表面　②カバー裏面　③雑誌配置場所棚面
■対象雑誌　図書館が作成した候補リストから選んでいただきます。
■掲示期間　期間は１年単位で、継続も可能です。
■申し込み・問い合わせ先　町立図書館　☎ 0747-54-2120

　フリーライターの寺坂真以が
仕事場代わりにしているファミ
リーレストランには、名探偵が
いた。和服に真白な髪をお正月
のくわいのような形に結ってい
る店の常連ハルおばあちゃん
は、客たちの「不思議な話」を聞
くと、たちどころに謎を解いて
みせる。そんなおばあちゃんに
も、ある秘密があったのだが…。
真以とハルおばあちゃんとの交
流が微笑ましい日常ミステリー
の連作短編集。

「やあ、やあ、やあ！おじいちゃんがやってきた」
作／村上 しいこ　絵／山本 孝　BL 出版

「ハートブレイク・レストラン」
著／松尾 由美　光文社

「九十歳。何がめでたい」
著／佐藤 愛子　小学館

　運動会の応援に、田舎からやっ
てきたジィちゃん。“テーシャツ”の
すそをズボンに入れて、なんだか
かっこ悪い。運動会当日、ぼくの
父さんは「PTAクラス対抗リレー」
の選手だったのに、会社でトラブ
ルがあって、父さんの代わりに、
ジィちゃんがアンカーの選手にな
るという。「ダメだこりゃ」みんなが
そう思ったけれど…。運動会シー
ンでの、スピード感あふれる迫力
たっぷりの絵が最高です！

「ぼくのジィちゃん」
作／くすのき しげのり　絵／吉田 尚令　佼成出版社

　朝、先生が、転校生をつれてきた。
「やあやあやあ。みなさんこんにち
は」と教室に入ってきたのは、なん
と、うちのおじいちゃん。そして、
覚悟はしてたけど、席はぼくのと
なりになった。おじいちゃん、変
なことしなければいいけど…。し
かし、ぼくの心配をよそに、音楽
の時間、カスタネットをたたくみ
んなの中で、おじいちゃんがカス
タネットの代わりに鳴らしていた
のは何と！笑って、心がほっこり
する楽しいおはなし。

　人間は「のんびりしよう」なん
て考えてはダメだということ
が、九十歳を過ぎてよくわかり
ました…。御年92歳、もはや満
身創

そ う い

痍の佐藤愛子が、辛い経験
や苦しい経験も怒り、笑い飛ば
す。ヘトヘトでしぼり出した怒
りのエッセイ集。92歳とは思え
ないパワーがあり、共感と笑い
と勇気をもらえる１冊です。
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幼 稚 園！て み てきゆめのたね
いっぱい

防犯教室　7 月 18 日（火）
警察官の人と動物たちが来てくれて、命を守る大切な約束

「いかのおすし1人前」を教えてくれたよ。きちんと守ります！

　今月は、睡眠にまつわるイディオムを紹介します。アメリカの
漫画では寝るときのいびきを "zzz" と表していて、"catch�some�
zs" はその "z" を手に入れるイメージを寝ることに例えています。
"hit�the�hay" は、わらで作られていた昔のベッドに人の背中が
あたる場面をイメージしています。
　ちなみに、深い眠りを表すイディオム "sleep� like�a� log" を直
訳すると「丸太のように寝る」。何があってもびくともしないほ
どの眠りを表しています。同様に、"dead�to�the�world" は、あ
まりにもぐっすり寝ていて世間に無反応の人を表しています。
　英語には遊び心にあふれたフレーズがたくさんあります。ぜひ
使ってみてくださいね！

今月のフレーズ
-catch some zs

-hit the hay
寝る・眠る

When�I'm�tired,�I�sleep like a log.�
How�about�you,�Choua?
疲れてると、ぐっすり寝ちゃう。チョアは？

Wow,�it's�really�late!
あら、遅くなっちゃったね。 Yeah,�it�is.�I�want�to�go�

home�and�catch some zs.
本当にね。家に帰って寝たいよ。

When�I�sleep,�I'm�
dead to the world.
私も寝るときは、ぐっ
すり眠るよ。

English LessonEnglish Lesson

Teresa

Teresa

All�this�talk�about�sleeping�is�making�me�even�sleepier.�
Let's�go�home�and�hit the hay!
寝ることについて話すと余計に眠たくなっちゃう。帰って寝よう！

Teresa

Choua

Choua

大淀桜ヶ丘小学校訪問　７月６日（木）

　

■対　　象　就学前の乳幼児
■内　　容　幼稚園見学・季節に応じた遊び
■時　　間　午前 10時～午前 11時
■申し込み　�２日前までに各幼稚園まで電話または

メールでお申し込みください。

■日　　時　９月８日（金）・23日（土）、10月13日（金）
■場　　所　町立大淀西部幼稚園（大淀町今木779-4)
■問い合わせ先　☎ 0745-67-1766
　　　　　　　　　�seibu-you@town.oyodo.lg.jp

■日　　時　９月 12日（火）、10月 17日（火）
■場　　所　町立大淀東部幼稚園（大淀町中増61-2）
■問い合わせ先　☎ 0746-32-0264
　　　　　　　　　�toubu-you@town.oyodo.lg.jp

幼稚園に親子で来て、同じくらいの年齢のお友
だちと遊んで、楽しい時間を過ごしましょう♪

９月分
10月分

町立大淀東部幼稚園

町立大淀西部幼稚園

９月５日（火）以降の毎週火曜日　午後２時～午後３時
☆両園ともに、園庭開放も行っています☆

おおよどせいぶようちえん
わ く わ く  に こ に こ

あ そ び に き て ね
★
★★

小学校のプール、大きかったね！ おいしい給食、ありがとう♪
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町
で
は
、
町
役
場
で
の
各
種
手
続

き
や
公
共
施
設
の
案
内
、
生
活
に
役

立
つ
情
報
な
ど
を
１
冊
に
ま
と
め
た

「
暮
ら
し
の
便
利
帳
」を
、
株
式
会
社

サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
と
の
官
民
協
働
事
業

と
し
て
発
行
し
ま
す
。

　

便
利
帳
の
印
刷
製
本
・
配
布
等
に

要
す
る
費
用
は
、
同
社
の
広
告
収
入

に
よ
り
ま
か
な
わ
れ
ま
す
。

　

便
利
帳
は
、
平
成
30
年
１
月
下
旬

の
発
行
を
予
定
し
て
お
り
、
町
内
の

全
世
帯
に
無
料
配
布
さ
れ
ま
す
。

■
事
業
主
の
み
な
さ
ん
へ

　

９
月
か
ら
、
便
利
帳
に
掲
載
す
る

広
告
を
募
集
す
る
た
め
、
同
社
の
担

当
者
が
町
内
の
事
業
所
を
訪
問
し
ま

す
。
広
告
掲
載
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
同
社
ま
で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

○
便
利
帳
に
つ
い
て

　

町
役
場　

企
画
政
策
課

　
（
内
線
２
２
２
）

○
広
告
掲
載
に
つ
い
て

　

株
式
会
社
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス

　

大
阪
近
畿
支
店

　

☎
０
７
２-

９
３
１-

３
０
５
０

　

第
68
回
奈
良
県
美
術
展
覧
会
の
作

品
を
募
集
し
ま
す
。「
出
品
申
込
書
」

等
を
ご
希
望
の
人
は
、
町
文
化
会
館

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
展
覧
会
場

　

奈
良
県
文
化
会
館

※　

入
選
以
上
の
作
品
を
展
示

■
展
覧
期
間

　

10
月
28
日（
土
）～
11
月
３
日（
金
）

※　

10
月
30
日（
月
）は
休
館

■
入
場
料　

無
料

■
公
募
作
品

　

�

日
本
画
・
洋
画
・
彫
刻
・
工
芸
・
書

芸
・
写
真
の
各
部
門
未
発
表
作
品

※　

各
部
門
１
人
に
つ
き
２
点
以
内

■
出
展
手
数
料

　

１
点　

３
０
０
０
円

　

２
点　

５
０
０
０
円

※�　

平
成
29
年
４
月
１
日
時
点
で
18

歳
未
満
の
人
は
、
１
点
１
５
０
０

円
、
２
点
２
５
０
０
円

■
搬
入
日

○
洋
画
・
彫
刻
・
写
真

　

10
月
20
日（
金
）・
21
日（
土
）

○
日
本
画
・
工
芸
・
書
芸

　

10
月
22
日（
日
）

■
搬
入
先

　

奈
良
県
文
化
会
館

　
　

奈
良
市
登
大
路
町
６-

２

■
問
い
合
わ
せ
先

　

町
文
化
会
館

　

☎
０
７
４
７-

54-

２
１
１
０

　

み
な
さ
ん
の
周
り
で
高
齢
者
や
障

が
い
者
に
対
す
る
差
別
・
い
や
が
ら

せ
・
虐
待
な
ど
の
人
権
侵
害
が
起
き

て
い
る
の
で
は
…
と
思
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？

　

法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
で
は
、

一
人
ひ
と
り
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、

高
齢
者
や
障
が
い
者
の
み
な
さ
ん
が

毎
日
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
人
権
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
を
電
話
で
お
受
け
し
ま
す
。

■
日　

時

◦
９
月
４
日（
月
）～
８
日（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

◦
９
月
９
日（
土
）・
10
日（
日
）

　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

■
相
談
料　

無
料

■
相
談
員

　

�

人
権
擁
護
委
員
お
よ
び
奈
良
地
方

法
務
局
職
員

■
問
い
合
わ
せ
先

　

�

全
国
一
斉「
高
齢
者
・
障
が
い
者

の
人
権
あ
ん
し
ん
相
談
」

　

☎
０
５
７
０-

０
０
３-

１
１
０

　
　
（
Ｉ
Ｐ
電
話
使
用
不
可
）

　

法
務
省
で
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

毎
年
10
月
第
１
日
曜
日
に
、
全
国
の

法
務
局
・
地
方
法
務
局
に
お
い
て
特

設
相
談
所
を
開
設
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

■
日　

時

　

10
月
１
日（
日
）

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

■
場　

所

　

奈
良
地
方
法
務
局

　
　

奈
良
市
高
畑
町
５
５
２

■
相
談
料　

無
料

■
相
談
員

　

�

法
務
局
職
員
・
弁
護
士
・
公
証
人
・

司
法
書
士
・
土
地
家
屋
調
査
士
・

人
権
擁
護
委
員

■
相
談
内
容

　

�

登
記
相
談
・
戸
籍
や
成
年
後
見
相

談
、
供
託
相
談
・
人
権
相
談
・
遺

言
や
任
意
後
見
な
ど
の
公
正
証
書

に
関
す
る
相
談
・
暮
ら
し
の
法
律

に
関
す
る
相
談

■
そ
の
他

◦�

弁
護
士
に
よ
る
相
談
は
事
前
予
約

さ
れ
た
相
談
者
に
限
り
ま
す
。

◦�

予
約
さ
れ
た
人
を
優
先
と
し
ま
す

が
、
当
日
の
相
談
も
窓
口
の
空
き

状
況
に
応
じ
て
お
受
け
し
ま
す
。

◦�「
遺
言
」「
相
続
」「
成
年
後
見
」に
関

す
る
公
開
講
座
を
開
設
し
ま
す
。

定
員
は
各
回
30
人
で
予
約
制
で
す
。

■
予
約
受
付
期
間

　

９
月
29
日（
金
）ま
で

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

奈
良
地
方
法
務
局　

総
務
課

　

☎
０
７
４
２-

23-

５
５
３
４

　
　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
案
内
→
６
番
）

　
　

０
７
４
２-

23-

５
５
３
３

　

育
児
経
験
等
を
活
か
し
て
、
子
育

て
支
援
分
野
の
事
業
に
従
事
す
る
こ

と
を
希
望
す
る
人
に
対
し
、
必
要
と

な
る
知
識
や
技
能
等
を
修
得
す
る
た

め
の「
子
育
て
支
援
員
研
修
」を
実
施

し
ま
す
。

　

日
程
・
場
所
・
申
込
方
法
等
、
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
受
講
費　

無
料

※　

別
途
テ
キ
ス
ト
代
必
要

■
定　

員　

１
０
０
人

■
申
込
締
切　

９
月
30
日（
土
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

奈
良
県　

子
育
て
支
援
課

　

☎
０
７
４
２-

27-

８
６
０
４

　
　

�h
ttp

:/
/
w
w
w
.p

re
f.

n
a
ra
.jp

/item
/1
4
5
7
0
1
.

htm
#
item

id145701

子
育
て
支
援
員

研
修
受
講
者
募
集

高
齢
者
・
障
が
い
者
の

人
権
あ
ん
し
ん
相
談

第
68
回

奈
良
県
美
術
展
覧
会

「
暮
ら
し
の
便
利
帳
」を

発
行
し
ま
す

全
国
一
斉
！

法
務
局
休
日
相
談
所
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　　�

町 役 場
0747－52－5501

0747－52－5502

上 下 水 道 部 0747－52－0137

大 淀 消 防 署 0747－52－1199

教 育 委 員 会 0747－52－1522

中 央 公 民 館 0747－52－1524

保 健 セ ン タ ー 0747－52－9403

児 童 セ ン タ ー 0747－52－8319

桜ヶ丘総合センター 0747－52－5402

旭ヶ丘総合センター 0746－32－5189

杉本記念文化センター 0746－32－2489

平 畑 体 育 館 0747－52－6234

南奈良総合医療センター 0747－54－5000

南和広域美化センター 0747－52－3253

文 化 会 館 0747－54－2110

図 書 館 0747－54－2120

社 会 福 祉 協 議 会 0747－52－1941

包 括支援センター 0747－52－7760

吉 野 警 察 署 0747－53－0110

吉野路大淀ｉセンター 0747－54－5361

健康づくりセンター 0746－34－5501

シルバー人材センター 0747－54－5522

ふれあい活動センター 0747－54－5533

パ ー ク ゴ ル フ 場 0745－67－0543

■日時　毎月第２火曜日
　　　　午前10時〜午後３時
■場所　大淀町役場
■問い合わせ　県交通安全対策課
　　　　　　　☎0742−27−8731

■日時　10月６日㈮　
　　　　午前10時30分〜午後４時
■場所　吉野町中央公民館
■問い合わせ　高田こども家庭相談センター
　　　　　　　☎0745−22−6079

■場所　吉野町役場
■問い合わせ　吉野町役場町民課
　　　　　　　☎0746−32−3081

■日時　９月15日㈮
　　　　午後１時〜午後４時
■場所　大淀町役場
■問い合わせ　大淀町役場人権住民課
　　　　　　　☎0747−52−5501
■日時　10月16日㈪
　　　　午後１時〜午後４時
■場所　吉野町役場
■問い合わせ　吉野町役場町民課
　　　　　　　☎0746−32−3081
■日時　11月16日㈭
　　　　午後１時〜午後４時
■場所　下市町役場
■問い合わせ　下市町役場住民保険課
　　　　　　　☎0747−52−0001

■日時　９月16日㈯
　　　　午前９時〜午後４時
■場所　大淀町中央公民館
■問い合わせ　
　県建築協同組合中吉野支部
　☎0747−52−9971

■日時　午前９時〜午後４時
　　　　（土、日、祝日を除く毎日）
■場所　大淀町役場
■問い合わせ　大淀町役場人権施策推進室
　　　　　　　☎0747−52−5501

■日時　火〜金曜日
　　　　午前10時〜午後４時
■場所　大淀町適応指導教室
■問い合わせ　大淀町適応指導教室
　　　　　　　☎0746−34−5016

■日時　毎月第２・第４水曜日
　　　　午後１時〜午後３時
■場所　大淀町役場
■問い合わせ　大淀町社会福祉協議会
　　　　　　　☎0747−52−1941

■日時　毎週火曜日
　　　　午後１時〜午後４時

　　　法テラス
　身近な法的トラブルについてお
気軽に問い合わせてください。
　解決に役立つ法制度や最適な相
談機関を紹介します。

■問い合わせ　
　法テラス奈良	 ☎050−3383−5450
　法テラス南和法律事務所
　（下渕やすらぎビル内）　
	 ☎050−3383−0025

▲

児童相談

▲

消費生活相談

▲

教育相談（予約が必要です）

▲

住宅増改築相談

▲

無料法律相談（予約が必要です）

▲

無料交通事故相談

▲

心配ごと合同相談

▲
人権相談

VOICE OF TAKERU
　８歳の若さで生涯を終えた天智天皇の子、建

たけるのみこ

皇子の伝承地や
ゆかりの遺産を訪れ、物語を聞きながら皇子の実像に迫ります。

■日　時　10月21日（土）　午前９時～　エクスカーション
午後２時～　ワークショップ

　　　　　10月22日（日）　午後１時30分～　シンポジウム
■場　所　町文化会館　あらかしホール
■入場料　無料（一部事前申し込み）
■申し込み・問い合わせ先　町文化会館　☎0747-54-2110

大淀町が生んだ偉人、花岡大学
～心に語りかける童話の世界の言の葉～

　大淀町出身の童話作家、花岡大学の作品「赤いみずうみ」と「良
弁杉」の２作品を、女優・紺野美紗子さんに朗読していただきま
す。能楽笛方藤田流十一世宗家・藤田六郎兵衛さんの笛の音とと
もにお楽しみください。

■日　時　10月１日（日）　午後２時～午後４時
■場　所　町文化会館　あらかしホール
■入場料　無料
■問い合わせ先　町文化会館　0747-54-2110

国文祭・障文祭なら2017  分野別フェスティバル
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編
集
・
発
行
　
大
淀
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役
場
　
企
画
政
策
課
秘
書
広
報
係

このコーナーの「すまいる」の写真を
お待ちしています。申し込みは、町
役場企画政策課まで。

大淀町民憲章（平成3年11月1日制定）
わたくしたちは、吉野の、川と緑の恵み
を守り、豊かな文化と活力ある南和の中
核都市をめざし、この憲章を制定します。

れきの心と水と緑、はちたしくたわ ．１
いな町をつくります。

、び尊を権人にい互、はちたしくたわ ．１
共に生きるあたたかい町をつくります。

愛を土郷たれぐす、はちたしくたわ ．１
し、文化と教養の香りたかい町をつ
くります。

、みし親にツーポス、はちたしくたわ ．１
健康で仕事に励む活気ある町をつく
ります。

ど子、い敬を人老、はちたしくたわ ．１
もの夢を育て、生きがいのある町を
つくります。

梨花 アラカシ

　のうごき

広告は、町の新たな財源の創出を図るために掲載しています。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

この広報紙は、再生紙を使用しています。

平成29年７月31日現在

●人　口	 18,035人	（－28）
　　男	 8,603人	（－12）
　　女	 9,432人	（－16）
●世帯数	 ７,394	（＋ 6）
				　（　）内は前月との比較

（北野）

家族一同からのコメント

これからもわんぱくでいてね。

樽
た る い

井　琉
る き あ

希愛 くん
（平成24年10月18日生まれ）
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